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追加型投信/国内/株式 [設定日：2009年1月30日]
主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
（分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。）

ファンドの現況 設定来の推移

基準価額
純資産総額

ファンドの騰落率

分配金実績（1万口あたり、税引前）

資産別構成比 業種別構成比

合計

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。

愛称　ＮＯ.１
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）

月次レポート 2026年3月31日現在

「投資リスク」の項目も必ずお読みください。

2
1

26年03月末

-12.19% 1.14%

Info － ファンドの基本情報

-9億円

前月末比
14,720円 12,583円 -2,137円

3年

26年02月末

※ファミリーファンド方式で運用を行います。※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

85億円 76億円

3ヵ月 6ヵ月1ヵ月 1年 設定来
333.08%

340円
26年03月23日

14,165円 12,463円

設定来累計

14,500円
--

決算期 26年01月20日

13,749円

26年02月20日

10.24% 25.95% 61.51%

※基準価額は、各決算期末値（分配金落ち後）です。あくまでも過去の実績で
あり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、
分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

基準価額
分配金実績 340円

構成比業種名

340円

44.6%

輸送用機器 6.6%
サービス業 6.4%
その他の業種

1.7%
100.0%

5

コール・ローン等、その他

2
3
4

22.5%電気機器

Portfolio － ポートフォリオの状況

1
資産名 構成比
株式 98.3%

9.8%
8.3%

化学1.7%
100.0%

コール・ローン等、その他

合計 機械

各項目の注意点 [ファンドの現況][設定来の推移]基準価額は信託報酬等控除後です。信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。純資産
総額およびその前月末比は、1億円未満を切り捨てて表示しています。基準価額（分配金再投資後）は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場
合の評価額を表します。　[ファンドの騰落率]各月最終営業日ベース。ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資して計算しています。
◆構成比は実質比率（マザーファンドの組入比率×マザーファンドにおける当該資産の組入比率）です。株式への投資と同様な効果を有する証券がある場合、株式
　 に含めています。構成比は四捨五入して表示しているため、それを用いて計算すると誤差が生じる場合があります。業種は東証33業種分類で分類・表示していま
　 す。表で示した組入上位銘柄は、特定の銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、その価格動向を示唆するものでもありません。
◆当資料における実績は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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月次レポート 2026年3月31日現在

組入上位10銘柄 組入銘柄数

コメント

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。

日立製作所

信越化学工業

ＨＯＹＡ

電気機器
ハイエンド半導体パッケージ基板で世界NO.1。次世代
パッケージにより半導体の性能向上をサポートし、パッ
ケージへの付加価値シフトの恩恵享受。

化学
半導体用シリコンウエハー、塩ビ樹脂で世界NO.1。他
にもシリコーン樹脂、希土類磁石、フォトマスク向け合
成石英など高シェア製品多数。

2.1%

2.2%

56銘柄

構成比

4.3%

3.7%

4 その他金融業
国内外で事業展開する金融コングロマリットで、総合
リース国内NO.1。効率的に分散された事業ポートフォ
リオを持ち、収益性は高い。

2.2%

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

トヨタ自動車

東京海上ホールディングス

オリックス

Portfolio － ポートフォリオの状況

銘柄名 業種名 銘柄解説

1 銀行業
金融グループ国内NO.1。傘下に三菱UFJ銀行、三菱
UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券な
ど。海外展開に積極的。

2 輸送用機器
自動車で世界NO.1。ダイハツ、日野自動車を傘下に持
つほか、SUBARU、いすゞ自動車、スズキ、マツダに出
資。需要好調なハイブリッド車（HEV）で競争優位。

3 保険業
損害保険事業で国内NO.1。国内事業を安定収益基盤
に、大型買収を通して拡大してきた海外事業をけん引
役とする中期的成長を期待。

◆構成比は実質比率（マザーファンドの組入比率×マザーファンドにおける当該資産の組入比率）です。
◆株式への投資と同様な効果を有する証券がある場合、株式に含めています。業種は東証33業種分類で表示しています。
◆コメントの内容は、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものでも、その推奨を目的としたものでもありません。表で示した組入銘柄は、特定の銘柄の勧
　 誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、その価格動向を示唆するものでもありません。

中外製薬

村田製作所

イビデン

[市場概況]
3月の日本株市場は、中東情勢の悪化を背景に大幅反落となり、TOPIXは前月末比-11.19％と12ヵ月ぶりの下落となりました。上旬
は、米国・イスラエルによる対イラン軍事攻撃に端を発した中東情勢の緊迫化、ホルムズ海峡封鎖に伴う原油価格の急騰を受け世界
景気の先行き懸念が強まるなか、リスク回避姿勢を強め大幅安となりました。中旬は、トランプ米大統領がイラン戦争の早期終結の
可能性に言及したことや原油価格の上昇一服が好感される場面があったものの、先行き不透明感は払拭されず、上値の重い弱含み
の展開でした。下旬は、米国・イスラエルとイランの戦闘激化・長期化への警戒感の高まりに加え、原油価格の一段高とそれに伴う企
業業績への悪影響懸念を重荷に月末にかけて軟調な展開となり、年初からの上昇分の大半を失い終了となりました。

[今後のポイント]
4月の日本株市場は、米国・イスラエルとイランの軍事的緊張が一段と高まるなか、イラン情勢を巡り値動きの荒い不安定な展開でス
タートしています。戦闘の激化や長期化への警戒感の一方、停戦協議への期待もあり、相場は振れ幅が大きい展開が続いていま
す。原油価格の高騰によるインフレ圧力や企業業績への悪影響懸念が重しとなっています。当面は、地政学リスクの沈静化やエネル
ギー価格の安定化を見極めながら、下値を意識した不安定な展開が続きそうです。一方で、高市政権による拡張的な財政政策や成
長戦略の推進、企業業績の改善・拡大期待、資本効率改善に向けた企業の変革期待などが、引き続き相場の下支え要因となりそう
です。当ファンドとしましては、緊迫の続く中東情勢や原油価格の動向に加え、トランプ米大統領の政策および米景気の先行き、高市
政権の政策運営、日米の金融政策、日中関係、為替市場などを注視しつつ、来期以降の景気・企業業績の先行きを見極めながら、
優れたブランド力、技術力、商品開発力、マーケティング力などを有するナンバーワン企業の選別に引き続き注力し、パフォーマンス
向上に努めてまいります。
（※将来の市場環境の変動等により、上記の内容が変更される場合があります。）

1.9%

8 医薬品
抗体医薬で国内NO.1。高い創薬力を強みに、独自医
薬品の海外販売拡大が成長の原動力。米Eli Lilly社へ
導出した肥満症の経口治療薬に期待。

2.0%

9 電気機器
積層セラミックコンデンサー（MLCC）で世界NO.1。高単
価な人工知能（AIサーバー）向けが高成長。自動運転
やEV（電気自動車）市場拡大から車載向けにも期待。

1.9%

7 精密機器
半導体用マスクブランクス、HDD用ガラスサブストレー
トで世界NO.1、眼鏡レンズ国内NO.1、世界2位。情報･
通信事業、ライフケアを両輪に成長を期待。

2.1%

6

2.2%5 電気機器
総合電機･重電分野で国内NO.1。社会インフラ事業を
中心に、ソフトとハードの融合による独自のビジネスモ
デルに注力。今後は売上増による利益成長へシフト。

10
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投資リスク 

[基準価額の変動要因] 

●ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等により変

動し、下落する場合があります。 

●したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割

り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なり

ます。 

株式投資リスク 

（価格変動リスク、 

信用リスク） 

●ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価

格変動の影響を受けます。 

●株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的

または長期的に大きく下落することがあります。 

●株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となっ

た場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価

額が影響を受け損失を被ることがあります。 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 

[その他の留意点] 

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 

●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境

が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量

が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが

中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。 

 

ファンドの特色 <詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください> 

●主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します 

●毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います 

●毎月 20 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

－分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

－収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあ

ります。 

原則として決算時の基準価額が 1 万円を超えている場合は、1 万円を超える部分の額の範囲内で分配金額を決定します(1 万円を超える部分の額が少額

の場合には、分配を行わないこともあります)。 

4 月および 10 月の決算時においては、上記に加えて利子・配当等収益を勘案したうえで、分配金額を決定します。 

－留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 

※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 

 

※ファミリーファンド方式で運用を行います。 

※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 NO.1 010426_4 
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[収益分配金に関する留意事項] 

 

 

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純

資産から支払われますので、分配金が支払われると、

その金額相当分、基準価額は下がります。 

  

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払

われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 

 
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 

 
 

(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および

④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当

する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合

も同様です。  
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻し 

 に相当する場合 

 

 

 

 

 
 

普通分配金： 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 
元本払戻金： 
(特別分配金) 

個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の
額だけ減少します。 

 

(注)普通分配金に対する課税については、「手続･手数料等」の「税金」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

巻末の「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。 NO.1 010426_4 

当期決算日 
分配前 

＊ 円を 
取崩し 

, 円 

分配金 
円 

＊ 円 
（③+④） 

, 円 

, 円 

＊ 円 

期中収益 
（①+②） 円 

 

前期決算日 
 

＊分配対象額 
円 

, 円 

＊ 円 

（③+④） 

, 円 

前期決算日 
 

＊分配対象額 
円 

, 円 

＊ 円 

（③+④） 

当期決算日 
分配後 

＊分配対象額 
円 

分配金 
円 

＊ 円 

配当等収益 
① 円 

当期決算日 
分配前 

＊ 円を 
取崩し 

当期決算日 
分配後 

＊分配対象額 
円 

＊ 円 
（③+④） 

投資者の 
購入価額 

※元本払戻金(特別分配金)

は実質的に元本の一部払

戻しとみなされ、その金

額だけ個別元本が減少し

ます。また、元本払戻金 

(特別分配金)部分は非課

税扱いとなります。 
（当初個別元本） 

普通分配金 

分配金支払後 

基準価額 

個別元本 

投資者の 
購入価額 

（当初個別元本） 

分配金支払後 

基準価額 

個別元本 

投資信託の純資産 

投資信託で分配金が支払われるイメージ 

分配金 
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手続・手数料等 

[お申込みメモ] 

購入単位 販売会社が定める 1 円または 1 口（当初元本 1 口=1 円）の整数倍の単位とします。 

購入価額 購入申込受付日の基準価額とします。（ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています。） 

換金価額 換金申込受付日の基準価額とします。 

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して 4 営業日目からお支払いします。 

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 

信託期間 2009 年 1 月 30 日（当初設定日）から無期限とします。 

繰上償還 受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には信託が終了（繰上償還）となる場合があります。 

決算日 毎月 20 日（休業日の場合は翌営業日）とします。 

収益分配 
年 12 回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 
※ファンドには収益分配金を受取る「一般コース」と収益分配金が税引後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によって

は、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。 

 

[ファンドの費用] 

投資者が直接的に負担する費用 

 購入時手数料 
3.3%（税抜3.0%）の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を購入価額に乗じて得た額とします。 
（詳しくは、販売会社にてご確認ください。） 

 信託財産留保額 ありません。 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

 
運用管理費用 

（信託報酬） 

毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%（税抜1.45%）の率を乗じて得た額とします。 

運用管理費用（信託報酬）は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 

［運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）］ 

委託会社 販売会社 受託会社 

年率 0.7% 年率 0.7% 年率 0.05% 
 

 
その他の費用・ 

手数料 

毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率0.055%（税抜0.05%）相当を上限とした額）ならびに

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

とができません。）は、そのつど信託財産から支払われます。 

※当該費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 

 

[税金] 

●税金は表に記載の時期に適用されます。 

●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

時期 項目 税金 

分配時 
所得税 

および地方税 

配当所得として課税 

普通分配金に対して 20.315% 

換金（解約）時 

および償還時 

所得税 

および地方税 

譲渡所得として課税 

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% 

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 

※上記は、当資料発行日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 

※法人の場合は上記とは異なります。 

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 
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委託会社、その他の関係法人の概要 

委託会社 ピクテ・ジャパン株式会社（ファンドの運用の指図を行う者） 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第380号 

【ホームページ・携帯サイト（基準価額）】 

https://www.pictet.co.jp 

 加入協会：一般社団法人資産運用業協会、日本証券業協会 

受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （ファンドの財産の保管および管理を行う者） 

<再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社> 

投資顧問会社 ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ（マザーファンドの株式等の運用に関する助言・情報提供を行う

者） 

販売会社 下記の販売会社一覧をご覧ください。（募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支

払いを行う者） 

 

販売会社一覧 

投資信託説明書（交付目論見書）等のご請求・お申込先 

商号等 

加入協会 

日本証券業 

協会 

一般社団法人 

資産運用業協会

一般社団法人 

金融先物 

取引業協会 

一般社団法人 

第二種金融商品 

取引業協会 

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 ○ ○  ○ 

いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号 ○ ○   

株式会社ＳＢＩ証券 （注1） 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○  ○ ○ 

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第21号 ○    

静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第10号 ○    

東海東京証券株式会社 （注2） 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○ ○ 

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号 ○   ○ 

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 ○    

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第134号 ○    

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 ○  ○  

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○ 

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○ 

株式会社イオン銀行 

(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) 
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号 ○    

株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第2号 ○  ○  

株式会社ＳＢＩ新生銀行 

(委託金融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券) 
登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○  ○  

株式会社ＳＢＩ新生銀行 

(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) 
登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○  ○  

株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第7号 ○    

株式会社滋賀銀行 （注3） 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第11号 ○  ○  

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長(登金)第8号 ○    

株式会社徳島大正銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第10号 ○    

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第10号 ○  ○  

株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長(登金)第5号 ○  ○  

株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第12号 ○    

株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第36号 ○  ○  
 

（注1） 株式会社ＳＢＩ証券は、上記の他に一般社団法人日本ＳＴＯ協会・日本商品先物取引協会にも加入しております。 

（注2） 東海東京証券株式会社は、上記の他に一般社団法人日本STO協会にも加入しております。 

（注3） 株式会社滋賀銀行では、新規販売は行っておらず解約のみ受付けております。 

 

 

 

 
 

当資料をご利用にあたっての注意事項等 

●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が販売を目的として作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込

みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等を必ずご確認のうえ、最終的な投資判断はご自身で行って

ください。●投資信託は値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動します。外貨建資産の場合は為替変動リスクもあります。し

たがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元本を割り込むことがあります。

運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成していますが、その正確性、完

全性、特定の目的への適合性を保証するものではありません。記載内容は作成日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。ま

た、過去の実績は、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。●投資信託は預金等ではないため、元本および利回りの保証は

なく、預金保険機構または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金

の対象とはなりません。●当資料の内容は、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を目的としたものではありません。●当資料に掲

載されている内容に関する著作権その他の知的財産権は、原則として、当社、ピクテ・グループまたは正当な権利者に帰属します。無断での使

用、複製、転載、改変、翻訳、配布等は禁止されています。マーケット・データのご利用に関する詳細は、当社ウェブサイト「会社情報」の「運用・

方針等」内の「マーケット・データ利用規約」をご参照ください。 
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